
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2022年度 環境経営レポート
　（対象期間：2022年 5月～2023年 4月）

　　　株式会社 都市樹木再生センター

作成日： 2023年7月28日

認証番号0012925
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１ ． 環境関連法規制や、当社が約束したことを遵守します。

２ ． 以下の項目について環境目標・活動計画を定め、継続的改善に努めます。

・電力及び燃料の二酸化炭素排出量の削減

・廃棄物の削減及び再資源化の推進

・水資源保全の為の節水の推進

３ ． 環境方針は全従業員に周知し意識の向上を図ります

４ ． 環境への取り組みを環境経営レポートにまとめ情報公開します。

　株式会社都市樹木再生センター

代表取締役社長 東野　隼士

環 境 経 営 方 針

＜基本理念＞

改定日： 2019年4月1日

当社は、設立以来、木質廃棄物、山林未利用材等の資源化を通して木質資源の有効活用を目指し

た事業を十数年行って参りました。そして更なる木質資源の価値向上のために、当社が資源化し

た木質燃料を使用しバイオマス発電を行うBPS大東、生み出された電気を供給するグリーンパワー

大東というグループ会社を設立し、TJグループとして各社でバトンをつないで木質資源の地産地

消事業を行っております。私達は取り組む事業が「資源をつなぐ、価値をつくる」ものであると

信じ、これからもより一層、木質資源の価値向上と環境負荷低減に努めてまいります。

＜行動指針＞

制定日： 2018年4月1日
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□組織の概要

（１）名称及び代表者名

株式会社都市樹木再生センター

代表取締役社長　東野　隼士

（２）所在地

本社（登記上）大阪府大東市大字龍間698番地

工場 大阪府大東市大字龍間1195番地ほか４筆

事務所 大阪府大東市大字龍間1266番5

（３）環境管理責任者氏名及び担当者連絡先

責任者・担当者 環境事業部 田口　昇 TEL：072－869－0365

（４）事業内容

産業廃棄物収集運搬業及び中間処理業、一般廃棄物再生利用業（再生活用、再生輸送）

（５）事業の規模

法人設立

資本金 万円

売上高 万円 (2022年5月～2023年4月)

ｔ
ｔ うち再資源化量 ｔ

ｔ

主要設備
台数 備考

事業年度 5月～翌４月

4ｔコンテナ 4台
10ｔコンテナ 1台
10ｔダンプ 3台

チッパー 2基 有価材専用
3ｔダンプ 1台
4ｔダンプ 3台

篩機 2台 100㎥/ｈ
堆肥化施設 1基 1.0ｔ/日

バックホウ 9台
ペイローダー 5台

処分量 12,881

名称

破砕機 2基 240ｔ/日

受託した産業廃棄物の処理量
収集運搬量 10,104
中間処理量 54,940 54,940

従業員　　　　　 24名

2002年5月27日

1,000

122,608

工場・事務所

延べ床面積　　　 約33,000㎡

受託した一般廃棄物
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□認証・登録の対象組織・活動

登録組織名： 株式会社都市樹木再生センター

対象事業所： 工場・事務所

対　象　外： なし

活　　　動： 産業廃棄物収集運搬業及び中間処理業、一般廃棄物再生利用業

□組織図

〔認証登録範囲〕

□役割・責任・権限

総務・経理
部門

代表者
社長　東野隼士

環境管理 責任者

田口　昇

環境事業部
（大川課長）

生産部門
修理・営繕

部門
収集運搬

部門
営業部門

事務局
松浦一朗

生産部
（松崎工場長）

〇代表者
　　・エコアクション21 システムの統括
　　・経営における課題とチャンスの明確化
　　・環境経営方針の策定
　　・環境管理責任者の任命
　　・全体の評価と見直し
○環境管理責任者
　　・エコアクション21 システムの構築、運用
　　・環境活動の結果の代表者への報告
○事務局
　　・環境管理責任者の補佐
　　・環境データの集計、取りまとめ
　　・環境関連文書及び記録の管理
　　・外部からの環境に関する苦情、要望の受付及び対応
○各部門長
　　・各部門に関連する環境経営計画の実行等
　　・実務教育、訓練（専門教育）の計画、実施
○従業員
　　・環境経営方針や各自の役割を理解し環境経営に取組む

「環境管理責任者」を東野哲也から田口昇に

「事務局」を東野哲也から松浦一朗に

「環境事業部」を田口昇から大川課長に

2023年5月1日付けで変更しました
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□許可・登録の内容

廃
油

廃
プ
ラ
類

金
属
屑

が
れ
き
類

木
く
ず

紙
く
ず

繊
維
く
ず

大阪府 ●

大阪府 ● ● ●

奈良県 ●

京都府 ● ● ●

兵庫県 ● ● ●

滋賀県 ●

三重県 ●

●

大東市 ●

大東市 ●

枚方市 ●

高槻市 ●

四條畷市 ●

東大阪市 ●

生駒市 ●

大阪市 ●

交野市 ●

守口市 ●

寝屋川市 ●

堺市 ●

高石市 ●

門真市 ●

□廃棄物処理フロー

令和6年11月17日

第1119号 令和4年7月1日 令和6年6月30日

第5号 令和4年9月10日 令和6年9月11日

第3号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

007 令和4年8月1日 令和6年7月31日

第輸-43号 令和4年11月16日 令和6年10月31日

第13号 令和2年6月1日 令和7年5月31日

第11号 令和3年4月1日 令和8年3月31日

一般廃棄物再生利用業
（再生輸送）

再生輸送第28-7号 令和3年7月1日 令和8年6月30日

第4号 令和5年4月1日 令和7年3月31日

106Y203 令和4年4月1日 令和6年3月31日

第5-2号 令和5年4月1日 令和7年3月31日

第18号 令和4年4月1日 令和6年3月31日

第30002号 令和3年11月18日

一般廃棄物再生利用業（再生活用） 再生活用第28-7号 令和3年7月1日 令和8年6月30日

第02501103484号 令和3年12月24日 令和8年12月5日

第02400103484号 令和5年1月13日 令和9年10月25日

令和5年12月3日

第02600103484号 令和4年3月8日 令和8年11月12日

第02803103484号 令和3年11月6日 令和8年11月5日

産業廃棄物処分業 第02720103484号 令和2年9月4日 令和7年9月3日

産業廃棄物収集運搬業

第02700103484号 令和2年5月26日 令和7年5月25日

第02900103484号 平成30年12月4日

和歌山県 第03000103484号 令和4年3月29日 令和9年3月4日

種類 発行者 許可番号 許可の年月日
許可の有効

年月日

産業廃棄物の種類

造園業者　他堆肥化
撹
拌

熟
成

完
熟

風
力
選
別
機

製
品
倉
庫

選別・保管

金属等

金属 金属

一
次
破
砕

磁
力
選
別
機

ロ
ー

タ
リ
ー

ス
ク
リ
ー

ン

二
次
破
砕
機

磁
力
選
別
機

ロ
ー

タ
リ
ー

ス
ク
リ
ー

ン

排出事業者

収集運搬業者

産業廃棄物
一般廃棄物
木くず 販売先

オーバー
サイズ

オーバー
サイズ

バイオマス発電所

製紙メーカー

ボードメーカー

セメントメーカー

　　　　　　　等

受入
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□主な環境負荷の実績

□環境目標及びその実績

※二酸化炭素排出係数 事務所： kg-CO2/kWh 関西電力　H28年実数

工　場： kg-CO2/kWh 株式会社グリーンパワー大東　H28年調整後

45.01

水道水の削減 ㎥/ｔ 0.065 0.064 0.067 0.062

基準年度比

0.418

0.390

※評価は原単位（CO2/生産量）ベース　　　　　※kg-CO2は目標ではない

※PRTR物質の使用がない為、化学物質の削減目標を設定していません。

グループ外への出荷割
合低減による製品輸送
時の環境負荷低減

㎏/t 45.93 45.47 45.87

99% 97.9% 98% 97%

0.061

基準年度比 － 99% 103.1% 95% 94%

産業廃棄物の削減 ㎏/t 0.361 0.357 0.390

— —

一般廃棄物の削減
kg 190 188 186 186 184

基準年度比

0.354 0.350

基準年度比 － 99% 108.0% 98% 97%

-

17.048

基準年度比 — 99.0% 102.2% 98% 97%上記二酸化炭素排出量合計

kg-CO2/ｔ 17.575 17.399 17.963 17.224

kg-CO2 1,403,671 1,389,634 1,389,497

軽油による二酸化炭
素削減

kg-CO2/ｔ 13.982 13.842 13.853 13.702 13.563

基準年度比 - 99.0% 99.1% 98% 97%

kg-CO2 1,116,735 1,105,568 1,071,552 － －

ガソリンによる二酸
化炭素削減

kg-CO2/ｔ 0.474 0.469 0.482 0.465 0.460

基準年度比 - 99.0% 101.7% 98% 97%

kg-CO2 37,890 37,511 37,312 － －

2.878

基準年度比 - 99.0% 117.5% 98% 97%

電力による二酸化炭
素削減（工場）

kg-CO2/ｔ 2.967 2.937 3.485 2.908

kg-CO2 236,939 234,570 269,553 － －

電力による二酸化炭
素削減（事務所）

kg-CO2/ｔ 0.152 0.150 0.143 0.149 0.147

基準年度比 - 99.0% 94.1% 98% 97%

kg-CO2 12,107 11,986 11,080 － －

　　　　　　　　  　年　度
　　項　目

基準年 2022年 2023年 2024年

（2021年） （目標） （実績） （目標） （目標）

水道水使用量 ｍ3 5,213 5,166

　産業廃棄物排出量 ｋｇ 28,840 30,200

　一般廃棄物排出量 ｋｇ 190 186

受託収集運搬量 ｔ 9,077 10,104

受託中間処理量 ｔ 59,430 54,940

二酸化炭素総排出量 kg-CO2 1,403,636 1,389,497

項　目 単位 基準年
（2021年度）

2022年度

生産高 ｔ 79,868 77,353

44.55

- 99% 99.9% 98% 97%
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□環境活動計画及び取組結果とその評価、次年度の取組内容

数値目標：○達成　×未達成
活動：◎よくできた　○まあまあできた　△あまりできなかった　×全くできなかった

電力による二酸化炭素削減（事務所）

電力による二酸化炭素削減（工場）

ガソリンによる二酸化炭素削減

軽油による二酸化炭素削減

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

水使用量の削減（当社の水使用量は水道水の削減を目標とする）

製品・サービスにおける環境配慮

数値目標 × BPS大東の定修月に遠方への搬出量が増加することは避けられ
ない。目標達成まではいかなかったが、出荷のバランス調整に
より、前年よりは削減率を大幅に改善することができた。

・出荷車両の安定確保 ○
・入出荷バランスの調整 △

数値目標（生産量原単位） × 年間の使用量は昨年より1％程度減少したが、目標達成には少
し届かなかった。粉じん対策の為、散水箇所と量は増加傾向に
ある。

・節水の徹底 △
・不要時の散水停止の徹底 〇
・井戸水の使用 ◎

数値目標（生産量原単位） × 家具類の受入が昨年よりも約40％増え、異物の混入が増加傾向
にあると考えられる。次年度は家具の荷下ろし場への人員配
置、立ち合いを徹底し、異物混入の抑止に取り組む。

・作業ミスによる廃棄量の削減 〇
・異物混入の防止対策 △
・分別の徹底 △
・紙やプラスチックの再資源化 〇

昨年に引き続き目標達成となった。分別することで再資源化で
きる段ボールやペットボトルの分別を引き続き心がけていく。・分別の徹底 〇

・紙やプラスチックの再資源化 〇

〇
・車両運行管理システムを活用した指導 △
・急ブレーキや急発進を控えたエコドライブの実
践

〇

数値目標 〇

数値目標（生産量原単位） × 社内外でのアイドリングストップ及び重機の省エネ運転により
使用量は年間で4％削減できた。生産量の減少により目標達成
には届かなかったが、引続き省エネ運転等に取り組みを行って
いく。

・社内外でのアイドリングストップの徹底 〇
・機械のエンジン回転数の調整 △
・効率的なルートでの運搬

数値目標（生産量原単位） × コロナの影響も少なくなり、営業活動も活発になってきたが、
エコドライブを心がけたことにより、ガソリンの使用量は基準
年に比べると約2％削減できた。

・社内外でのアイドリングストップの徹底 〇
・効率的なルートで移動 〇
・エコドライブの実践 △

電気使用量は年間で約13％増加した。日々デマンド管理を行っ
たが昨年に比べて警告アラートが頻発した。上半期に生木の受
入量が多かったので、機会への負荷が増えたことが要因と考え
られる。

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） 〇
・不在箇所の（休憩室、トイレなど）消灯 〇
・作業中以外の機械の停止 〇
・機械に負荷の少ない作業 △

・使用しない電気機器は電源をオフにする 〇

数値目標（生産量原単位） ×

取り組み計画
達成状

況
取組結果とその評価、次年度の取組内容

数値目標（生産量原単位） 〇 少しづつコロナ対策を緩和していくことにより、電気使用量を
年間で約9％削減、目標を達成できた。また、2023年の5月から
事務所の電気をLEDに変更したので、次年度は更なる削減が期
待できる。

・空調温度の適正化（冷房２８℃　暖房２０℃） 〇
・不在箇所の（会議室、トイレなど）消灯 〇
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□環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無

法的義務を受ける主な環境関連法規制は次の通りです。

□代表者による全体の評価と見直し・指示

・その他
変更の必要性 ☑要　□否

【コメント】 目標達成手段の見直しを指示する

２.変更の必要性の指示

フロン排出抑制法 空調簡易点検実施

環境関連法規制等の遵守状況の評価の結果、環境関連法規制等は遵守されていました。

なお、違反、訴訟等も過去３年間ありませんでした。

1.総括

今回全ての項目において基準年を変更した結果、達成2項目、未達成6項目という結果だった。基準年を

見直したことにより、達成率の振り幅は昨年ほど大きくなくなり、未達成ではるがあと一歩という項目が複数

見受けられた。創意工夫と意識の向上で多くの目標を達成できる手応えを感じている。

次年度以降は、中期計画を含めた目標達成手段の見直しを指示する。初年度の申請時から大きく変更し

てこなかったので、この機会に現状に則した具体的な目標達成手段を皆で考え取り組んでほしい。それに

より達成項目が増え、当社の事業活動における環境への負荷が低減されるこを期待する。

・環境方針
変更の必要性

【コメント】 継続して本方針で取組む

□要　☑否

・目標、環境活動計画
変更の必要性 □要　☑否

【コメント】 8項目の内、6項目が未達成となったが取組によって達成可能は十分ある

オフロード法 バックホウ、ペイローダー

消防法 消火設備の点検、指定可燃物届出

適用される法規制 適用される事項（施設・物質・事業活動等）

廃棄物処理法 収集運搬業、中間処理業、産業廃棄物(木くず、廃蛍光灯)、一般廃棄物(木くず)

自動車NOx・PM法 収集運搬車両

自動車リサイクル法 車両
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